
令 和 4 年 第 1 回

さくら市議会臨時会議案書
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付 議 事 件
第 1 回臨時会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1 令和 3 年度さくら市一般会計補正予算（第 10 号） 市 長 P 3

報告

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定及び和解）
〃 P22
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議案第 1 号

令和 3 年度さくら市一般会計補正予算（第 10 号）

令和 3 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 10 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7 億 4,736 万 9

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 216 億 6,523

万 5 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 既定の繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」によ

る。

令和 4 年 1 月 18 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
住 民 情 報 関 連 シ ス テ ム

管 理 事 業
2 , 3 0 0

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

住 民 税 非 課 税 世 帯 等 に

対 す る 臨 時 特 別 給 付 金

給 付 事 業 （ 総 政 所 管 ）

5 7 0 , 4 8 0

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費

住 民 税 非 課 税 世 帯 等 に

対 す る 臨 時 特 別 給 付 金

給 付 事 業 （ 福 祉 所 管 ）

7 0 , 2 2 0
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令和3年度さくら市一般会計補正予算
（第10号）に関する説明書
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( )

( )

( )

給　与　費　明　細　書

１　一般職

（１）総括

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

330

362

330

362

0

0

（単位：千円）

補正後 25,599 34,157 18,908 883 136,346 2,265

補正前 25,599 34,157 18,908 883 135,366 2,265

比　較 0 0 0 0 980 0

職員手当

補正後 34,326 318,003 185,437 17,065 0 297

の 内 訳 補正前 34,326 318,003 185,437 17,065 0 297

比　較 0 0 0 0 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 423,970 1,239,251 773,286 2,436,507 454,988 2,891,495

補正前 423,970 1,239,251 772,306 2,435,527 454,988 2,890,515

比　較 0 0 980 980 0 980

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細（※会計年度任用職員は含まない。）

（単位：千円）

区　分 増減額 増減事由別内訳 説　明 備　考

給　料 0

　給与改定に
　伴う増減分

　昇給に伴う
　増加分

　その他の
　増減分

職　員
手　当

980

　制度改正に
　伴う増減分

　その他の
　増減分

980
住民税非課税世帯等に対
する臨時特別給付金事業
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報告第 1 号

専決処分事項の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 項の規定により、

議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分した

ので報告する。

令和 4 年 1 月 18 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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専決処分第 9 号

専決処分書

地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定さ

れた市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。

令和 3 年 12 月 22 日

さくら市長 뤷 塚 隆 志

市は、道路の管理瑕疵により物件に与えた事故による損害賠償の額を

次のとおり決定する。

1 損害賠償の相手方

住所 栃木県さくら市フィオーレ喜連川三丁目 8 番 8 号

氏名 石橋 一男

2 事故の概要

令和 3 年 7 月 10 日午後 4 時 00 分頃、石橋氏が市道を車両で走行し

ていたところ、市道の一部が陥没しており、その段差で車両が破損し

た。

3 損害賠償の額 220,156 円
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